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１ 市民部組織図 (令和８年４月１日現在) 
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２ 説明資料 

 

自治協働課 

１ 事務概要 

自治協働課 

（１）自治振興係 

・地域の自治の振興に関すること。 

  ・自治会等関係団体との連携及び連絡調整に関すること。 

  ・地縁による団体の認可等に関すること。 

  ・わがまちづくり市民運動推進会議に関すること。 

  ・部内の事務事業に係る調整及び連絡に関すること。 

・地域要望に関すること。 

・市役所の総合案内受付業務に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・課の一般庶務に関すること。 

 

（２）施設管理係 
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・普通財産（自治会集会所施設に限る。）の寄付採納、貸付け及び管理に関すること。 

・支所の企画、施設整備等に関すること。 

・コミュニティセンター及び公民館（大津公民館を除く。）の施設整備等に関すること。 

・コミュニティセンターの管理運営に関すること。 

・公民館の運営委託に関すること。 

・支所の物品管理に関すること。 

・滋賀里交流センターの管理運営等に関すること。 

・木戸交流センターの指定管理者による管理に関すること。 

・支所との連絡調整に関すること。 

・支所の一般庶務に関すること。 

 

（３）生活安全係 

・大津市生活安全条例（平成１２年条例第７５号）に基づく施策等の推進に関すること。 

・大津市交通安全条例（令和３年条例第５９号）に基づく施策等の推進に関すること。 

・交通指導員に関すること。 

・大津市交通安全対策会議及び大津地区交通対策協議会の運営に関すること。 

・犯罪被害者等見舞金の支給に関すること。 
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・大津市暴力団排除条例（平成２３年条例第４９号）に基づく施策等の推進に関すること。 

・防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に係る関係団体との連絡調整に関すること。 
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支 所 

・地域の実情の把握及び調査に関すること。 

・自治会及び各種団体との連絡調整に関すること。 

・市税に関する申告書等の受付に関すること。 

・市税及び国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、その他収納金の取扱いに関すること。 

・市税に係る課税証明書及び納税証明書並びに固定資産課税台帳記載事項証明書の交付申請の受付及び当該証明書の 

交付に関すること。 

・固定資産税関係台帳の閲覧に関すること。 

・原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び返納に関すること。 

・戸籍及び住民基本台帳の届出の受付に関すること。 

・印鑑登録に関すること。 

・出入国管理及び難民認定法に基づく事務に関すること。(堅田支所及び瀬田支所に限る。) 

・埋火葬許可に関すること。 

・死産届に関すること。 

・戸籍の謄抄本、住民基本台帳、印鑑登録等に関する各種証明書の交付申請の受付及び当該証明書の交付に関すること。 

・生活保護法による傷病届の受理及び診療依頼書の交付に関すること。 

・児童手当の受付に関すること。 
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・国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金及び医療費助成の資格取得、喪失等の届出及び諸給付の申請の受付並びに被 

保険者証の交付に関すること。 

・介護保険に係る要介護認定及び要支援認定の申請の受付並びに受給者資格証明書の交付に関すること。 

・支所庁舎の総合的な管理に関すること。 

・日赤募金に関すること。 

・自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・文書の掲示に関すること。 

・その他市長が指示する事項。 

 

コミュニティセンター 

・地域の主体的なまちづくり活動の推進に関すること。 

・地域の主体的な学びの推進に関すること。 

・地域の情報の収集及び発信に関すること。 

・コミュニティセンターの設置及び備品の維持管理に関すること。 

・公印の保管に関すること。 
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２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）自治会育成事業 

３６学区自治連合会、７１４自治会（令和８年３月末現在）が組織され、地域での共通課題の解決や地域コミュニティ

の促進、行政事業への協力などの様々な自治活動をされており、市としては、住民自治の確立と円滑な市政運営を推進す

るために自治会活動の育成、支援に努めている。 

①   自治会等報償金（８３，８９８千円） 

各種行政協力及び様々な役務の提供に対する謝礼として報償金を交付している。 

  ② ふれあいの家設置事業（９，４００千円）  

地域コミュニティ活動の拠点である自治会館の整備を支援する。 

・補助金額（新築）（６，０００千円）事業費×１／３（上限６００万円）令和７年度実績  ０自治会   ０千円 

     （改造）（３，４００千円）事業費×２／１０（上限３０万円）令和７年度実績１４自治会１，７６０千円 

③ ふれあい掲示板設置事業（７２０千円） 

市や各種団体からの事業の周知や啓発を効果的に行うため、自治会掲示板の設置を支援する。 

・補助金額              事業費×１／２（上限６万円）     令和７年度実績  ６自治会   ３６０千円 
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④  コミュニティ助成事業（７，０００千円） 

（一財）自治総合センターが、地域コミュニティの健全な発展と宝くじの社会貢献広報のため、宝くじの受託事業収

入を財源に、自治会等のコミュニティ事業に対して支援する。 

・一般コミュニティ助成事業 １，２００千円～２，５００千円 

       令和８年度採択事業 大石学区自治連合会、宮の内町自治会（自治会等イベント用備品等の整備) 

  ⑤  自治会ふれあいネット導入支援事業（２，７６８千円）  

地域でのインターネット活用のスキルアップのための研修とホームページの作成やインターネット環境の整備等に係

る費用の補助を継続するとともに、電子回覧板プラットフォームの運用に取り組む。 

・電子回覧板プラットフォーム事業（９６８千円）       利用者数 ３，６３３人（令和８年４月２２日現在）                     

・ふれあいネット導入事業費補助金（１，２００千円） 

補助金額              事業費×１／２（上限１００千円）  令和７年度実績  ２自治会   １２４千円 

・自治会等インターネット活用サポート事業 （６００千円）    令和７年度実績  研修会参加者数 １００人 

  ⑥ 自治会活動支援 

自治会加入率が年々低下し(令和７年４月現在４８．３％)、地域活動の担い手が不足、高齢化する中、地域活動の基盤

となる自治会活動の魅力発信や負担軽減、幅広い世代の参加促進などに大津市自治連合会とも連携して取り組むことで、

自治会活動の活性化を図る。 
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（２）学区要望 

各学区の地域整備や環境改善などの要望を取りまとめ、学区要望として担当部局へ伝達している。令和８年度からは、

学区自治連合会、自治会の要望書提出にかかる負担が軽減されるよう、よりわかりやすい案内に努めていく。 

・令和７年度実績 １，７２８件 

    

（３）市民センター施設事業 

①  市民センター管理運営事業（１４７，１２１千円） 

市民センターを安全で安心して利用できるよう、清掃、設備維持管理保守、機械警備による適正管理に努めている。 

②  市民センター施設改修事業（３２４，３０４千円） 

市民センターの施設及び設備の修繕や年次的改修に取り組んでおり、施設の改修にあたっては、「安全・安心」や

「法令遵守」に加え、「利便性の向上」「快適性や美観等の向上」にも努めている。 

築年数、屋根（屋上）や外壁の状態を評価し、優先順位を決めて計画的に改修していく予定であり、令和８年度は、

滋賀市民センター新築工事基本実施設計、小野市民センター長寿命化改良等工事、エレベーター改修工事業務（晴嵐、

仰木の里）、空調設備改修工事等に重点的に取り組む。 

 

（４）防犯推進事業 

関係機関等と連携を図り、地域における安全を守るための活動を展開し、市民等が犯罪に遭うことなく、安全安心に 
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生き生きと暮らすことができるまちづくりを目指して、情報発信や啓発活動に取り組む。 

①  大津市防犯協会への活動支援（４，９５９千円） 

市民の防犯意識の高揚を図り、犯罪等を未然に防止する活動を推進するため、自治会や事業所等で組織する 

大津市防犯協会の活動を支援する。 

② 自主防犯活動団体への活動支援（３，０００千円） 

平成１５年４月に県が施行した「『なくそう犯罪』滋賀安全なまちづくり条例」による自主防犯活動団体の活動を支

援する。 

・令和７年度末の団体数 ３０団体   

③ 子ども安全リーダー連絡協議会への活動支援（１，３０３千円） 

大津警察署・大津北警察署が委嘱する子ども安全リーダーが行う登下校時の通学路の安全パトロールや 

「こども１１０ばんのおうち」ロードコーンの設置、防犯教室などの活動を支援する。 

・子ども安全リーダー連絡協議会活動事業補助    ３００千円 

・こども１１０ばんのおうちロードコーン補助 １，００３千円 

④ 防犯カメラ設置支援事業（２，５００千円） 

地域住民が主体となって防犯カメラ及び記録装置等を設置し、継続して維持・管理する事業に対して、設置に係る経 

費を補助する制度を設け、街頭犯罪等の抑止を図り、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進する。 

・令和７年度実績 ３０台  令和８年度（予定）２７台 
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⑤ ＪＲ駅前等防犯カメラ運用事業（２，２１６千円） 

広域的に多数の利用者があり交通結節点になっているＪＲ主要駅周辺及び市境や交差点において、市設置の防犯カメ

ラを活用し、犯罪の抑止効果と、警察による迅速な犯罪捜査にも寄与できるよう取り組んでいる。 

・現在の設置場所及び設置台数 

堅田駅（４台）、大津京駅（７台）、大津駅（４台）、石山駅（６台）、瀬田駅（６台）、仰木口（１台）、 

小野南（２台）、琵琶湖大橋（４台） 

 

 

 

          

 

（ＪＲ大津京駅前広場に設置の防犯カメラ） 

（５）交通安全推進事業   

① 第１１次大津市交通安全計画 

交通事故のない安全で安心なまちづくりを推進するため、令和４年４月に大津市交通安全条例を施行し、条例の実効性 

を高めるため、法令や国・県の交通安全計画も踏まえた、第１１次大津市交通安全計画を策定した。 

本計画においては、重傷者が発生する事故防止への取組が死者数の減少にもつながることから、重傷者数を指標として
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設定し、「交通事故の重傷者数を６０人以下にする」ことを目標としている。 

令和８年度は、第１２次大津市交通安全計画の策定に取り組む。 

② 大津市交通安全基金を活用した事業パッケージ（１０，３６２千円） 

大津市交通安全基金を活用した事業パッケージに取り組み、条例の実効性を高める取組を推進する。 

・高齢者運転免許証自主返納等促進助成事業 

・啓発・教育資材の貸出 

・子どもの自転車乗り方教室 

・自動車後付け急発進等抑制装置の設置補助 

・地域への啓発用品の支給 

・歩きスマホ禁止の啓発 

・交通安全フェアの開催 
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③ 交通安全教育及び啓発活動 

子どもの心身の発達段階等に応じた体系的な交通安全教育や、高齢者向け交通安全講座の実施に取り組むとともに、

交通ルールの遵守や交通マナーの実践等の啓発活動を実施する。 

・交通安全カンガルー教室（未就学児）（令和７年度 １１２回） 

・小学生等交通安全教室（令和７年度 ８回） 
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④ 関係機関等との事業 

交通安全に関する事業について、警察・交通安全協会等と連携し、全国交通安全運動期間などに取り組む。 

・春・夏・秋・年末の交通安全運動 

・近江路マナーアップ運動等、各種啓発 

       

（交通安全ゆりかもめ啓発：ＪＲ堅田駅）       （近江路マナーアップ運動：国道１号線） 

 

⑤ 交通安全関係団体への活動支援（３，７４０千円） 

大津交通安全協会、大津北交通安全協会、大津水上安全協会及び大津北水上安全協会の活動を支援する。 

 

（６）大津警察署及び大津北警察署との協力協定に基づく事業推進 

令和３年１月２０日付けで大津警察署及び大津北警察署と、交通安全や防犯の諸課題について、相互に連携、協力し効



１７ 

 

率的かつ効果的な事業を推進することを目的に協定を締結している。協定では毎年政策協議を行い、連携による取組を推

進することにしている。 

 

（７）犯罪被害者等見舞金支給事業（３００千円） 

「大津市犯罪被害者等見舞金支給条例」に基づき、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、犯罪被害者とな

った方に見舞金を支給する。 

・遺族見舞金 ３０万円  傷害見舞金 １０万円 

・支給実績  令和７年度 傷害見舞金１件 

令和６年度 遺族見舞金１件、傷害見舞金３件 

令和５年度 傷害見舞金１件 

 

（８）公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターへの支援（６９０千円） 

令和２年４月１日付けで公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センターと締結した「犯罪被害者等支援の連携協力に関す

る協定」に基づき、同センターによる犯罪被害者等からの相談対応や、本市の施策、啓発活動等への協力、犯罪被害者へ

の支援環境の向上への協力等に対して、財政的支援等を行う。 
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（９）「大津市暴力団排除条例」に基づく施策等の推進 

「大津市暴力団排除条例」に基づいて、暴力団の排除を推進し、市民が安全に安心して暮らせる社会を実現するため、

社会経済活動が健全に発展するための施策を推進する。 

・暴力団追放滋賀県民大会 

・暴力団追放大津地区総決起大会 

・暴力団を利するおそれのある事務事業からの暴力団等排除措置 

 

 

 

 

 

 

（暴力団追放大津地区総決起大会） 

 

（10）コミュニティセンター管理運営事業（１０１，１８６千円） 

地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、身近な公民館をまちづくりの活動拠点として活かすことを

目的にコミュニティセンターを設置する。 
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コミュニティセンターの運営をまちづくり協議会が行うことで、地域の実情に応じたまちづくりを推進していく。 

・コミュニティセンター設置（１７学区、令和８年４月１日現在） 

パターン１ 上田上 

パターン２ 和邇、小野、葛川、伊香立、堅田、仰木、坂本、下阪本、滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、平野、 

富士見、晴嵐、大石 

 

（11）公民館自主運営試行事業（９９９千円） 

公民館のコミュニティセンター化に向け、公の施設を地域で運営できる組織づくりや運営ノウハウの習得を目的とし、

公民館自主運営試行事業を実施する。 

・令和８年度実施１学区（逢坂） 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画・条例 

   第１２次大津市交通安全計画 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

（１）地域コミュニティ組織の支援 

少子高齢化などの社会構造の変化、ライフスタイルや価値観の多様化など、地域を取巻く環境が変化する中、地域コミ
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ュニティの礎となる自治会の加入率は、令和７年度には４８．３％となっており、年々低下している。 

本市としても、地域コミュニティの活性化などを目的として、役員の負担軽減等を図るため、回覧板の電子化やインタ

ーネット活用に係る研修会の実施に取り組んでいる。 

地域におけるコミュニティや活動を持続していくために、地域コミュニティ組織が抱えている課題やニーズを把握しな

がら、全庁的に取組を検討していく必要がある。 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

    特になし 

 

  



２１ 

 

市民活動推進室 

１ 事務概要 

（１）市民協働グループ 

・協働のまちづくりの推進に関すること。 

  ・大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例に関すること。 

  ・まちづくり協議会の設立及び運営の支援に関すること。 

  ・市民公益活動の促進に関すること。 

  ・市民活動センターとの連絡調整に関すること。 

 

（２）市民相談グループ 

・市民相談に関すること。 

  ・広聴活動に関すること。 

  ・パブリックコメントに関すること。 

  ・コールセンターの運営に関すること。 

  ・行政相談委員の推薦に関すること。 

  ・室の一般庶務に関すること。 
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市民活動センター 

・市民活動センターの管理運営に関すること。 

・市民団体の支援や連携に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

（１）大津市協働のまちづくり推進計画後期改定計画の策定 

大津市では、「大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例」に基づき、平成29年に「大

津市協働のまちづくり推進計画」を策定し、協働のまちづくりを進めるための様々な施策に取

り組んできた。 

少子高齢化や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化などにより、新たな課題も生じてい

る中で、これまで以上に市民・団体・事業者が対等な立場で協働し、地域の共助意識を高め、

持続可能な地域づくりの重要性が増している。 

後期改定計画では、これまでの取組を検証し、すべての世代が関わり、みんなが活躍する

「協働のまち 大津」を目指し、計画を策定した。 

 

 

大津市協働のまちづくり推進計画 

後期改定計画（令和８年３月策定） 
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３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）協働のまちづくりの推進 

① 市民活動センター管理運営事業（８，６２２千円） 

これまで指定管理者が管理運営を行っていた「市民活動センター」を、令和８年４月から市が直接管理運営を行い、ま

ちづくり協議会など地域の団体と市民団体等の支援や連携の拠点として機能することを目指す。 

・会議室、スモールオフィス、メールボックス等の貸し出し、アドバイザーの派遣、交流会の開催等 

   開館時間 月～土（日、祝日、年末年始を除く） 午前９時～午後７時 

        ただし、会議室、スモールオフィスの利用は、年末年始を除く年中無休 午前９時～午後９時 

 

② パワーアップ・地域活動応援事業（５，０００千円） 

「協働のまちづくり」を推進するため、学区自治連合会等又は市民団体等が、地域の課題解決やまちの活性化を図るた

めに実施する主体的なまちづくり活動を支援します。 

＜昨年度からの変更点＞ 

・補助対象団体の拡大  令和７年度：学区自治連合会、学区まちづくり協議会→令和８年度：市民団体等も対象に 

・多主体共同事業の追加 令和７年度：単独事業10万円、共同事業20万円→令和８年度：多主体共同事業30万円を追加 

・全体予算額      令和７年度：４，０００千円→令和８年度：５，０００千円 

    参考 令和７年度実績：２２件、２，４００千円 
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③ 次世代まちづくり事業（１９７千円） 

次世代のまちづくりを担う高校生や大学生から、地域の課題解決や地域活性化につながる提案を募集し、市と共同で事

業化して実施することで、将来にわたるまちづくりへの参画意識を醸成し、地域とつながる機会を創出する。 

参考 令和７年度実績 大津高校：①「ひらのまつり 2025」でのファッションショー・手作り小物販売 

                 ②「HIRANO若者交流会」でのあじさいポップアップカード製作 

            En（大学生団体）：REScue（仰木の里学区防災訓練での避難所運営訓練 ※雨天により中止） 

 

④ まちづくり協議会の設立・運営補助（４，８００千円） 

地域活動の担い手不足や多様化・複雑化する住民ニーズへの対応が課題となる中、自治会や学区自治連合会をはじめ、

地域の各種団体や個人、事業者等の多様な主体が集い、助け合い、支え合いながら、地域の実情に合わせたまちづくりを

行うまちづくり協議会の設立及び運営を支援する。 

・まちづくり協議会運営補助 １８学区 

（和邇、小野、葛川、伊香立、堅田、仰木、仰木の里、坂本、下阪本、滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、平野、 

富士見、晴嵐、大石、上田上） 

・まちづくり協議会設立支援補助 ３学区（予定） 
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（２）広聴及び市民相談事業 

① コールセンター管理運営事業（７３，４０１千円） 

大津市コールセンターは、電話やメール等による問い合わせを一元的に受け、丁寧で迅速な応対により、回答の完結ま

たは担当課への引き継ぎを適切に実現し、市民サービスの向上と職員の負担軽減に寄与している。 

受託業者        株式会社ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ 

運営場所        受託業者施設内（大阪市） 

契約期間        令和５年１０月１日から令和１０年９月３０日まで（６０ヶ月／長期継続契約） 

運営体制（最大）    １２席（スーパーバイザー３席、オペレーター９席） 

ＦＡＱ作成件数     ２，５４１件（令和８年４月１日現在） 

多言語通訳サービス   ７か国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・タイ語） 

代表電話        年中無休 平日（開庁日） 午前８時～午後７時 

                   土曜・日曜・祝日・年末年始 午前９時～午後５時 

代表FAX・大津市受付メール ３６５日２４時間受信、コールセンター運営時間内に回答 

参考 令和７年度実績 

応答件数   ９１，６４８件 

通常応答率※   ９１．９％（目標値 ９０％以上）※着信件数に対する応答件数の割合 

平均応答時間※     ７秒（目標値 ２０秒以内）※コールが着信しオペレーターが応答するまでの平均時間 
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平均通話時間※  １分１８秒（目標値 ３分以内） ※オペレーターが応答し終話・転送するまでにかかった平均時間 

 

② 特別相談（６，１９３千円） 

離婚や相続、借地借家、金銭貸借、損害賠償、近隣との土地境界、登記など、市民が日常生活で抱える解決が難しい問

題やトラブルについては、弁護士等の専門家による特別相談を実施する。司法書士に、これまで「身近なもめごと相談」

として対応いただいていたのに替えて、令和８年度はご要望の多い「相続手続相談」の枠を増やし対応いただく。 

参考 令和７年度実績 １，３７０件 

法律相談     ６９１件 女性のための法律相談  ２５０件 身近なもめごと相談 １３件 

相続手続相談    ６５件 境界問題相談    ２１件 建築相談      ３０件 

公証人相談     １０件 税務相談     １５０件 行政書士相談    ５１件 

登記相談      ５５件 不動産相談     ３４件  

 

③ 一般相談（電話・来訪） 

家庭の心配ごとや隣近所のトラブルなど、多岐にわたるご相談やお尋ねで、当室に来訪や電話がある。これらに対応す

るため、専門機関の紹介や担当部署への伝達に努めている。 

参考 令和７年度実績 ２，４０８件 
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④ 市民の声 

市ホームページの「大津市受付メール」や大津市代表ＦＡＸ、当室に直接届くお手紙、メールで寄せられる市政に対す

る要望、意見、相談等について、担当課へ伝達し、早期の問題解決、改善に努めている。 

参考 令和７年度実績 ２，１７８件 

 

⑤ 市民の声等のデータ分析 

コールセンターへの電話、大津市受付メール、大津市代表メール等でのお問い合わせや相談のワードや分野を分類、分

析し、各所属での事業の参考データとして提供、改善点の提案等を行う。 

参考 令和７年度実績 ・総合案内受付「来庁者の声」に関する分析 

・市民応対への苦情に関する分析 

・クマの出没に関する「市民の声」に関する分析 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画・条例 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

   特になし 
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６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

    特になし 
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文化振興課   

１ 事務概要   

・市民文化の振興施策の企画及び推進に関すること。 

・文化芸術の振興に関すること。 

・文化芸術関係団体の育成に関すること。 

・大津市立市民文化会館、長等創作展示館・三橋節子美術館及び大津市仰木太鼓会館との連絡調整に関すること。 

・大津市民会館、スカイプラザ浜大津及び大津市伝統芸能会館の指定管理者による管理に関すること。 

・課の一般庶務に関すること。 

 

２ 令和７年度に実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

   特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）第４次大津市文化振興計画の策定 

文化振興を行う実施計画である「第３次大津市文化振興計画（令和４年度～令和８年度）」が終期を迎えることから、 

現在、「第４次大津市文化振興計画」を策定している。 

 



３０ 

 

（２）「文学のまち大津」ブランディング事業 

  大津が有する豊富な文学資源を活かしたまちづくりを進め、市民の心豊かな暮らしの実現と地域の魅力向上を図るとともに、

文学を通じたシビックプライドの醸成や「文学のまち大津」としてのブランド化を推進する。 

 ・本市に点在する歴史文化資源やそれらを背景とする地域の活動を調査・整理し、情報発信を行う。 

 ・「文学のまち大津」の取組の認知向上のため、文学分野での 

ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟を目指していく。 

 ・官民一体となった推進体制（意見聴取：「文学のまち大津」推進協議会、 

実行組織：「文学のまち大津」実行委員会）のもと、イベント等 

の開催などの取組を進めていく。 

【湖都の葉マルシェ】 

開催日 令和８年１０月３日（土） 

開催場所 なぎさ公園おまつり広場・大津港修景緑地 

内容 文学作品のフリーマーケット、大津の文学PR、 

出版社、ワークショップ等ブースなどを実施 

  

「文学のまち大津」推進協議会 

湖都の葉マルシェ 
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（３）指定管理者制度導入の文化施設（大津市民会館、スカイプラザ浜大津、大津市伝統芸能会館）の管理運営 

（９０，２７９千円） 

①  大津市民会館 

開 設    昭和５０年４月（築５１年）           

運 営    株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

指定管理期間 令和６年４月１日～令和９年３月３１日（５期目） 

指定管理料  ５８，６７１千円／年 

開館日時   12月29日～翌年1月3日を除く毎日、午前9時～午後9時 

但し、館内保安点検のため臨時に閉館 

利用人数   ８９，２５０人（令和７年度） 

       （９０，６５８人（令和６年度）） 

所 在    大津市島の関１４番１号 

構 造    鉄筋コンクリート造 地下（半地下）１階、地上３階 

面 積    敷地面積4,957㎡、建築面積4,048㎡、延建築面積8,709㎡ 

施 設    大ホール、小ホール、リハーサル室 

  

小ホール 

大ホール 
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② スカイプラザ浜大津                   

開 設    平成１０年１０月（築２８年） 

運 営    株式会社コンベンションリンケージ 

指定管理期間 令和７年４月１日～令和１２年３月３１日（５期目） 

指定管理料  １７，８００千円／年 

開館日時   木曜日及び12月29日～翌年1月3日を除く毎日 

午前10時～午後11時（8月並びに土曜日、日曜日 

及び休日は、午前9時30分から午後11時） 

利用人数   ７３，８２８人（令和７年度） 

（７５，３８０人（令和６年度）） 

所 在    大津市浜大津一丁目３番３２号 

   構 造    鉄骨造７階建の６～７階部分 

   面 積    敷地面積2,626㎡、延建築面積2,397㎡ 

   施 設    スタジオ１・２、練習室１～４、リスニングルーム      

交流コーナー 

 

  

スタジオ１ 

練習室 
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③ 大津市伝統芸能会館 

開 設  平成７年５月（築３１年） 

運 営  株式会社コンベンションリンケージ 

指定管理期間  令和７年４月１日～令和１２年３月３１日（５期目） 

指定管理料  １３，５５０千円／年 

開館日時  12月28日から翌年1月4日を除く毎日、午前9時～午後9時 

 但し、ホール等の使用がない場合は、午後5時まで 

利用人数  １１，２９４人（令和７年度） 

（１１，５９７人（令和６年度）） 

所 在  大津市園城寺町２４６番地の２４ 

構 造  鉄筋コンクリート造２階建 

面 積  敷地面積5,280.71㎡、建築面積828.77㎡、延建築面積819.22㎡ 

施 設  能楽ホール（能舞台、橋掛り、鏡の間、溜まりの間、見所、その他） 

和室１～５、会議室１ 

※スカイプラザ浜大津並びに大津市伝統芸能会館については、２施設一括で指定管理者を募集し、指定管理者を決定した。 

  

↑ 能楽ホール ↓ 
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（４）第７６回大津市美術展覧会（負担金 ５，０００千円 ※写真展も含む） 

市民の美術、芸術への関心を高め、その普及向上を図ることを目的として、 

日本画、洋・版画、彫刻、工芸、書の５部門で作品を公募する。 

期間中には作品講評会等を開催し、芸術に親しむ市民の裾野の拡大に努める。 

期  間  令和８年６月１９日（金）～６月２５日（木） 

会  場  大津市歴史博物館、大津市立市民文化会館 

出品資格  県内に在住又は在勤、在学する者（中学生以下除く） 

講 評 会  令和８年６月２１日（日）（各会場） 

  

（５）第４９回大津市写真展覧会 

市民の写真芸術への関心を高め、その普及向上を図ることを目的に、作品を 

公募する。また、期間中に講演会を開催し、写真に親しむ市民の裾野の拡大に 

努める。 

期  間  令和８年６月２７日（土）～７月３日（金） 

会  場  歴史博物館 

出品資格  県内に在住又は在勤、在学する者（中学生以下除く） 

講 演 会  令和８年６月２７日（土）（大津市歴史博物館） 

令和７年度（第７５回） 

・出品数     ２８９点 

・入場者数  １，４７７人 

令和７年度（第４８回） 

・出品数     ２３０点 

・入場者数    ７６７人 
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（６）第７９回大津市文化祭（３，２４４千円） 

市民が日頃から自主的に展開している文化活動の成果を発表・鑑賞するとともに、それらを通して市民が相互に交流を深める 

ことにより、市民文化の向上を目指し大津市文化祭を開催する。 

主  催  大津市湖都文化実行委員会（大津市・大津市教育委員会・大津市文化連盟ほか） 

期  間  令和８年１０月１日（木）～令和９年１月３１日（日） 

会  場  大津市役所、生涯学習センター、各公民館等 

内  容  ○学区文化祭の開催          ○大津市民短歌・俳句大会の開催 

○文化祭オープニングセレモニーの開催 ○市民文芸誌「湖都の文学」（第５８集）の発刊 

負 担 金   大津市湖都文化実行委員会 ５００，０００円 

補 助 金  学区・芸術団体 ５６，０００円×４９団体 

 

 

 

 

 

 

 
大津市民短歌・俳句大会 文化祭オープニングセレモニー 
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（７）おおつ伝統文化親子教室１日体験教室（５８０千円）（文化庁からの委託事業） 

  次代を担う子どもたちに、伝統文化を体験できる機会を提供し、 

伝統文化の継承、発展と子どもたちの豊かな人間性の育成をめざす。 

期  間  令和８年１月（予定） 

会  場  大津市伝統芸能会館 

内  容  生け花、お箏、日本舞踊、かるた、剣舞 

などの初心者向けワークショップを開催。 

 

 

 

（８）文化団体派遣事業（９００千円） 

   市民等に芸術の良さを伝え、文化に親しむ機会と多様な文化活動 

の促進を図るとともに、文化団体等に活動場所を提供することを目的 

として、文化団体等を学校や公民館等に派遣する。 

令和７年度派遣実績３５件（令和６年度派遣実績２５件） 
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（９）大津市文化賞表彰 （１３６千円） 

  本市の文化向上に著しい功績のあった個人・団体を表彰する。 

  表  彰  文化賞、文化奨励賞、大津市文化特別賞 

   選  考  選考委員会にて 

   式  典  大津市表彰式にて表彰（１１月下旬） 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

第４次大津市文化振興計画 

 

５  当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

建築後５０年以上経過した大津市民会館をはじめ、他５つの文化施設も建築後３０年近く経過していることから、今後も、施  

設利用者が安全・安心に利用できることを最優先に、年次計画に基づき改修を行っていく。 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

特になし 
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市民文化会館 

１ 事務概要 

・施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。 

・施設及び設備の維持管理に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）市民文化会館管理運営事業（１３，０７６千円） 

市民の文化活動や各種会合の会場として、低料金で、安全かつ快適に利用して 

もらえるよう、市民文化会館の管理運営を行う。 

・開 設  平成２年５月（築３５年） 

・開館日  月曜日（祝日の場合は開館）及び祝日の翌日（日曜日の場合は開館）、 

12月29日から翌年１月3日を除く毎日 午前9時～午後10時 

・利用人数  ２４，１５２人（令和７年度） 

（２１，４５３人（令和６年度）） 

↑ 多目的ホール ↓ 
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・所 在   大津市御陵町２番３号 

   ・構 造   鉄筋コンクリート造２階建 

   ・面 積   敷地面積13,179㎡（歴史博物館を含む）、延建築面積1,670㎡ 

   ・施 設   多目的ホール、和室、会議室  

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

  特になし 

 

 

 

 

会議室 
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長等創作展示館 

１ 事務概要 

・美術工芸に関する資料の収集、保管、展示及び利用に関すること。 

・美術工芸に関する講演会、講習会、研究会、見学会等に関すること。 

・市民による創作活動の成果の展示、観覧に関すること。 

・その他創作展示館の目的達成に必要なこと。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

   特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）長等創作展示館管理運営事業（６，０７９千円） 

  三橋節子画伯の絵画（71点）と関係資料（計308点）の所蔵・展示、美術 

工芸グループへの創作スペースの貸出・作品展示を行っている。 

・開 設   平成７年５月（築３１年） 

・開館日   月曜日（祝日の場合は開館）及び祝日の翌日（日曜日の場合は開館） 

12月27日から翌年１月５日を除く毎日 
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午前９時～午後５時（最終入館は午後４時30分） 

・利用人数  ５，７７３人（令和７年度） 

      （５，０７２人（令和６年度）） 

・所 在   大津市小関町１番１号 

・構 造   鉄骨造鋼板瓦棒葺平屋建 

   ・面 積   敷地面積 924.13㎡ 延建築面積 456.13㎡ 

   ・施 設   創作室 展示室 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

     特になし 
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仰木太鼓会館 

１ 事務概要 

・施設の使用許可及び使用料の徴収等に関すること。 

・施設及び設備の維持管理に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

    特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）仰木太鼓会館管理運営事業 （５，４３１千円） 

大津市指定無形民俗文化財である仰木太鼓の保存と活用を図り、 

地域の歴史及び文化の理解を深める場として、安全かつ快適に市民 

に利用いただくよう施設の管理運営を行う。 

・開 設  平成７年４月（築３１年） 

・開館日  12月29日～翌年1月3日を除く毎日 午前9時から午後10時まで 

・利用人数 ３，８１７人（令和７年度） 

・所 在  大津市仰木四丁目２番５０号 

太鼓会館正面 

大ホール 
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   ・構 造  鉄骨造平屋建 

   ・面 積  敷地面積2,515㎡、延建築面積441㎡  

   ・施 設  大ホール、会議室 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

  特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

  特になし 
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文化財保護課 

１ 事務概要 

（１）文化財保護課 

・文化財の調査及び保護に関すること。 

・文化財の啓発及び活用に関すること。 

・伝統的建造物群保存対策事業に関すること。 

（２）埋蔵文化財調査センター 

・埋蔵文化財の調査研究及び保存活用に関すること。 

・埋蔵文化財に関する資料の収集、整理及び収蔵に関すること。 

・埋蔵文化財に関する情報の提供及び普及に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で、報告すべきと思われるもの 

（１）市内遺跡緊急発掘調査事業（６，０５３千円） 

市内所在遺跡の開発に伴う試掘調査や個人住宅の建築に伴う発掘調査等を行う。 
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（２） 文化財保護管理運営事業（２７，０７６千円） 

文化財を後世に残し伝えるため、文化財の保存と活用及び適正な管理を行う。 

① 未指定文化財調査の推進 ② 史跡等市管理地環境整備 等 

 

 

（３）市内史跡等整備事業（９７，４９５千円） 

国指定史跡を保存するため、公有化を推進する。 

① 穴太廃寺跡 ②  近江国府跡（中路遺跡）  

 

 

（４）伝統的建造物群保存対策推進事業（１７，９２５千円） 

坂本重要伝統的建造物群保存地区の景観整備のため、伝統的建造物等の保存修理・修景に対して補助する。 

 

 

（５）文化財保存修理等補助事業（９３，５２７千円） 

市内に所在する国・県・市指定文化財の保存修理及び管理に対して補助する。 
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① 修理 

ア 国指定 

・国宝延暦寺根本中堂他保存修理事業 

・国宝智証大師関係文書典籍保存修理事業 

・重要無形民俗文化財大津祭の曳山行事伝承・活用等事業 他１３件 

イ 県指定 

・旧正蔵坊庭園保存修理事業 他１件 

ウ 市指定 

・紙本著色蒲生忠郷像保存修理事業 他７件 

② 管理 

ア 国指定    天皇神社 他３０件 

イ 県・市指定  酒井神社 他１４件  

③ 国登録文化財保存活用 

ア 申請補助    ２件 

イ 修理      ２件 

 

 

重要無形民俗文化財 大津祭の曳山行事 
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（６）坂本城跡整備事業（１２，４９３千円） 

令和７年９月１８日に国指定史跡となった坂本城跡の適切な保全と活用を図り、 

歴史まちづくりを推進する。 

① 坂本城跡保存活用計画の策定 

② 史跡指定記念シンポジウムの開催 等 

 

（７）埋蔵文化財発掘調査受託事業（８５，４５８千円） 

開発工事に伴う事前の発掘調査等を受託する。調査費は全額が原因者負担。 

 

（８）埋蔵文化財調査センター管理運営事業（７，０６０千円） 

① 講座・現地見学会・展覧会の開催及び調査報告書作成、センター広報紙の 

作成を行う。 

② 図書資料の整理及び埋蔵文化財資料・写真・図面等の管理、貸出等を行う。 

 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

堀底からみた石垣（坂本城跡） 

 

発掘調査現場（中村遺跡） 
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５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

   特になし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

   令和６年度から３ヵ年を事業期間とする「第１期大津市文化財調査・保存・活用計画」に基づき、未指定文化財調査を計画 

的に進めるとともに、自分たちのまちに愛着や誇りを持つ人材を育成するため、小中学生が体系的に通史や地域の歴史文化遺 

産を学べる副読本を作成する。副読本は市内を８ブロックに分け、令和８年度は残りの４ブロックを作成する。 
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スポーツ課 

１ 事務概要 

（１）管理係 

・スポーツに係る施設の整備及び管理に関すること。 

・学校体育施設の開放に関すること。 

・坂本市民格技場の管理運営に関すること。 

・桐生若人の広場の管理運営に関すること。 

・市民運動広場の管理運営に関すること。 

・グラウンド・ゴルフ場の管理運営に関すること。 

・比良げんき村、大谷乗馬場及び市民プールの指定管理者による管理に関すること。 

・市民体育館との連絡調整に関すること。 

・課の一般庶務に関すること。 

（２）振興係 

・スポーツ推進委員に関すること。 

・スポーツの指導者の研修、養成及び育成に関すること。 

・スポーツに関する団体の育成指導に関すること。 

・スポーツの普及振興に関すること。 
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・スポーツ推進審議会に関すること。 

・スポーツに係る調査及び統計に関すること。 

・国際スポーツ交流事業に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

（１）大津市スポーツ推進計画に係る市民意識調査業務 

 「大津市スポーツ推進計画（改定版）」における基本方針毎の指標の達成状況を把握するとともに、本市のスポーツ推進の問

題点や課題、スポーツニーズ等を把握するため、市内在住の１８歳以上２，０００人を対象に市民意識調査を実施。 

① 契約相手   株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所 

② 契約額    ４９５，０００円 

③ 委託期間   令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで 

④ 有効回収率  ３７．２％ 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）大津市スポーツ推進計画の進捗管理（１，０９５千円） 

平成２８年３月に策定した「大津市スポーツ推進計画」(計画期間：概ね１０年）は、 

「スポーツを共に創り楽しむまち大津」～スポーツを通じてとびっきりの笑顔に！！～ 
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を目標像として、その達成に向けて５つの基本方針を掲げている。 

同推進計画の進捗は、本計画の「実施計画」（アクションプラン）に基づいて行われる事業 

の指標の達成状況を市民意識調査や関係各課の取り組みとの連携により把握し、「大津市ス 

ポーツ推進審議会」への報告及び事業の見直し等を行うことで管理している。 

・５つの基本方針 

 ① 生涯スポーツの推進 

 ② 次世代を担う子どもの運動・スポーツの推進 

 ③ 地域のスポーツ活動の推進 

 ④ スポーツを楽しむ環境の充実 

⑤ 大津の特長を活かしたスポーツの推進 

 

なお、「大津市スポーツ推進計画」は令和７年度までの概ね１０年の計画であったが、国は令和９年度、県は令和１０年度

に新計画を策定する予定であり、本市は令和１１年度に新計画を策定することで国・県双方の計画を反映できることから、令

和８年度に現計画を３年間延長し、令和１０年度までの計画とした。 

 

（２）スポーツ施設管理運営事業（２４８，８１５千円） 

① 市民のスポーツ、レクリエーションの振興を図るため、下記施設を設置し、管理運営を行っている。 

大津市スポーツ推進計画 

改定計画（令和３年３月策定） 
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富士見市民温水プール 

ア 富士見市民温水プール（移転新築により平成３０年１０月再開設） 

・ＰＦＩ／指定管理者      新富士見ＰＦＩ株式会社 

・ＰＦＩ／指定管理期間     平成３０年１０月１日～令和１６年３月３１日 

・サービス購入料（運営経費）  ４９，３６１千円（令和８年度） 

・利用人数           １０８，５２８人（令和７年度実績） 

イ 市民プール ４か所（伊香立・坂本・晴嵐・曽束) 

・指定管理者    株式会社linkworks 

・指定管理期間   令和７年４月１日～令和１０年３月３１日 

・指定管理料    １２，３００千円／年 （令和８年度） 

・利用人数     ６，８１３人 （令和７年度実績） 

ウ 大谷乗馬場 

・指定管理者    大津市乗馬連盟 

・指定管理期間   令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

・指定管理料    １，６８４千円／年 （令和８年度） 

・利用人数     ３，２４８人 （令和７年度実績） 

エ 市民体育館（直営） ４か所（和邇、坂本、石山、田上） 

・利用人数     ５９，４９３人 （令和７年度実績） 
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オ 市民格技場（直営） １か所（坂本市民格技場） 

・利用人数     １０，４５９人 （令和７年度実績） 

   カ 市民運動広場（直営） １１か所 

（和邇、下龍華、堅田なぎさ、坂本、下阪本、比叡平、山中、逢坂、藤尾、石山、瀬田南） 

・利用人数     １４１，４２１人 （令和７年度実績） 

キ 教育キャンプ場（直営） １か所（桐生若人の広場） 

・利用人数     ２，３０８人 （令和７年度実績） 

    

② 小学校及び中学校の体育館及び運動場 

学校教育に支障のない範囲内において、地域住民のスポーツ活動の場として開放している。 

ア 小学校 

・開放施設  ３６校（葛川小除く）の体育館及びグラウンド 

・開放日時  土・日曜日及び祝日   午前９時から午後９時まで 

上記以外の日      午後５時から午後９時まで 

・運 営   各小学校体育施設開放運営委員会へ委託 

・利用人数  ６１１，７８３人 （令和７年度実績）  
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人工登はん壁 

大津大石淀グラウンド・ゴルフ場 

イ 中学校 

・開放施設  １０校の体育館 

          （志賀、真野、堅田、日吉、唐崎、北大路、石山、田上、瀬田、瀬田北） 

・開放日時  日曜日及び祝日以外の日   午後７時から午後９時まで 

・運 営   各中学校体育施設開放運営委員会へ委託 

・利用人数  ４６，２４１人 （令和７年度実績）  

 

③ 比良げんき村 

野外活動を通じた青少年の健全な育成、スポーツ、レクリエーションの振興を図る。 

・指定管理者   特定非営利活動法人ＢＩＷＡＫＯ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ 

・指定管理期間  令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

・指定管理料   １７，０００千円／年（令和８年度） 

・利用人数    １０，２２６人（令和７年度実績） 

 

④ 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場 

    令和６年６月より直営で運営。令和７年度は、空調設備を備えた救護室を設置。 

    ・利用人数  １１，６０６人（令和７年度実績） 
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（３）スポーツ施設整備事業（８，１０２千円） 

市民が日常生活の中でスポーツ活動に親しむことができ、また、自らの健康の保持、増進と体力づくりに寄与するための社会

体育施設を安全で安心して利用できるよう、計画的に施設や設備の改善を行うとともに、小学校屋外トイレ等学校体育施設開放

事業に関する施設改修などを行う。 

 

（４）スポーツ協会運営補助・体育団体等活動補助事業（２２，８５０千円） 

市民の健康体力づくりと生涯スポーツ・競技スポーツの普及振興を図ることを目的に、一般社団法人大津市スポーツ協会等各

種団体に対して運営及び活動補助を行う。 

① 一般社団法人大津市スポーツ協会    １２，７０８千円 

・事務局運営補助          １１，２８２千円 

・事業費補助                         １，４２６千円 

② ３６学区体育団体            ７，２１４千円 

③ 大津市スポーツ少年団          ２，５００千円 

・活動助成              ２，０００千円 

・５５周年記念事業負担金                ５００千円 

④ 大津市レクリエーション協会         ２００千円 

⑤ 大津市学区体育団体連絡協議会        ２２８千円 
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（５）スポーツ推進委員設置事業（３，９２８千円） 

本市におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、職

務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱している。（スポーツ基本法第３２条第１項） 

  地域のスポーツ活動の質を高めるため、研修会の実施や資格取得の支援を行うとともに、学区体育団体などとの連携を一層強

化し、更なる地域スポーツの推進を図る。 

① 委員人数  ４０人（各学区３６人、一般社団法人大津市スポーツ協会１人、 

大津市障害者スポーツ協会１人、公募２人） 

② 任期      ２年（令和８・９年度）  

③ 報償費    ８５千円／年・人 

 

（６）市民体育大会開催負担事業（２，３６０千円） 

市民の健康・体力づくりに対する関心を高めるとともに、スポーツを通して青少年の健全育成と明るい地域社会を形成する    

ことを目的とする市民体育大会を開催する。 

令和８年度は、実施競技の見直しや通年での分散開催を試験的に実施する。 

第６１回（２０２６年）大津市民体育大会  ２，３６０千円 

・主 催  大津市、大津市教育委員会、大津市自治連合会及び一般社団法人大津市スポーツ協会 

・運 営  大津市民体育大会実行委員会 
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（７）各種スポーツ大会等負担事業（２，１２５千円） 

市内で開催されるスポーツ大会等を支援することにより、広くスポーツを振興し、 

その普及発展とスポーツ精神の高揚を図り、健康で活動力豊かな市民の育成に寄与する。 

① 第７７回朝日レガッタ               ６７５千円 

② 第７９回滋賀県民総スポーツの祭典          ９０千円 

③ 運動・スポーツ実施率向上事業（スポーツ協会） １，１００千円 

④ 運動・スポーツ実施率向上事業（小体連）      ２６０千円 

 

（８）各種全国大会等出場激励金交付事業（２，０００千円） 

各種全国大会等に出場する選手に激励金を交付し、当該競技の競技力向上と普及振興を図る。 

①  国際大会 

②  国民スポーツ大会 

③  全国高等学校総合体育大会及び全国高等学校選抜大会等 

④  上記以外の全国大会 

 

 

 

朝日レガッタ 



５８ 

 

スポーツデータリテラシー 

データ測定 

スポーツデータリテラシー 

結果に基づいた指導 

（９）スポーツデータリテラシー向上プロジェクト（２，０９０千円） 

学校体育の取組において、小学校高学年を対象にオンライン授業とＧＰＳ測定器を用いたデータ測定を行い、その結果を活

用した指導を行うことで、児童の運動基礎能力向上と運動意欲向上を図る。 

・実施時期 １０月～１月頃（予定） 

   ・実施校数 ５校または１０クラス程度 

 

 

 

 

（10）親子でワクワク運動あそび（１，１９７千円） 

幼少期の子ども達を対象に、親子で楽しく身体を使いながら、基本的な運動動作や技能を習得できるプログラムを開催する。 

・開催日  １１月１４日（土）、１１月２８日（土） 

・開催場所 和邇市民体育館、皇子が丘公園体育館 

 

（11）びわスポキッズフェスティバル（５００千円） 

幼少期の子ども達を対象に、びわこ成蹊スポーツ大学のキッズリーダー（学生）の指導による、運動あそびプログラムを開

催する。 
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・開催日  ７月４日（土） 

・開催場所 滋賀ダイハツアリーナ 

 

（12）びわ湖マラソン２０２７ 

「びわ湖毎日マラソン大会」と「びわ湖レイクサイドマラソン」の両大会の資産を引き継ぐ大会として、令和４年度から開

催された大会であり、滋賀県が中心となり、大津市・草津市・守山市等が主催として参画している。 

   ・開催期日  ２０２７年（令和９年）３月１４日（日）（予定） 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

   夏季限定にて開設している伊香立市民プールをはじめ、４箇所の屋外プールについては、維持管理費や耐用年数を踏まえ、

使用継続について検討が必要であることから、令和７年度から「大津市行政改革プラン２０２５」の取組項目であるプール

の在り方検討を関係部局にて実施している。 

令和７年度は、中核市アンケート調査や市民意識調査を実施し、市営プールの現状把握や課題抽出を行ったので、令和８

年度は、昨年度に実施した調査等の結果を分析するとともに、学識経験者や関係団体からの意見聴取を踏まえ、市営プール
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の今後の在り方に関する基本方針（案）の策定を進める。 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの  

（１）ワールドマスターズゲームズ２０２７関西について（１，５００千円） 

国際マスターズゲームズ協会が４年ごとに主催し、原則３０歳以上の成人・中高年の一般アスリートが出場する生涯スポー

ツの国際総合競技大会「ワールドマスターズゲームズ」について、２０２１年（令和３年）にアジアで初となる開催を関西地

域で予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により延期され、２０２７年（令和９年）に開催されることが決定し

た。 

本市では、大津の特長を活かした２競技の開催を予定しており、開催に向けた調整を進めている。 

①  開催期日       ２０２７年（令和９年）５月 

②  本市開催競技・会場  ・ローイング        関西みらいローイングセンター（琵琶湖漕艇場） 

・カヌー（ドラゴンボート） 琵琶湖モーターボート競走場（びわこ競艇場） 

 

（２）令和８年度全国高等学校総合体育大会（２４，９６６千円） 

全国高等学校体育連盟主催の「全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」は、近畿ブロックにて開催となっており、本

市も令和８年度全国高等学校総合体育大会滋賀県実行委員会（会長：三日月知事）に参画し、開催に向けて取り組む。 

なお、各市町の開催競技については、今年度の国スポ開催種目や各市町の特長を基に、県から割り当てられたものである。 
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①  開催期日       ２０２６年（令和８年）８月 

② 総合開会式      滋賀ダイハツアリーナ 

③  本市開催競技・会場  ・ローイング   関西みらいローイングセンター（琵琶湖漕艇場） 

・フェンシング  滋賀ダイハツアリーナ 
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戸籍住民課 

１ 事務概要 

（１）庶務係 

・住民基本台帳等に係る各種の統計及び報告に関すること。 

・自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 

・戸籍及び住民基本台帳の協議会等に関すること。 

・住居表示の企画、実施及び啓発に関すること。 

・住居表示の実施に伴う町の区域及び名称に関すること。 

・住居表示審議会に関すること。 

・住居表示に係る関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。 

・住居表示台帳の作成に関すること。 

・新築届の受付及び住居番号の付定に関すること。 

・街区の区域及び住居番号の変更等に関すること。 

・自動車臨時運行許可に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・課及びカード交付推進室の一般庶務に関すること。 

（２）施設管理係 

・墓地及び納骨堂に関すること。 



６３ 

 

・改葬許可に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑の指定管理者による管理に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑の施設・設備整備等に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑に係る地域との協議に関すること。 

・志賀聖苑及び大津聖苑の周辺地域の整備に関すること。 

（３）届出受付係 

・戸籍及び住民基本台帳に係る届書の受付及び審査に関すること。 

・出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号）に基づく事務に関すること。 

・住民異動に伴う国民健康保険及び国民年金に係る資格得喪等の受付に関すること。 

・埋葬及び火葬の許可に関すること。 

・特別永住者証明書に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

（４）記録整備係 

・戸籍及び戸籍の附票の記録整備に関すること。 

・戸籍届書等の統計整理に関すること。 

・人口動態調査票作成に関すること。 

・相続税法（昭和25年法律第73号）の規定による通知に関すること。 

・その他戸籍記録に関すること。 
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・住民基本台帳の記録整備に関すること。 

・住民実態調査に関すること。 

・その他住民記録に関すること。 

・特別永住者及び中長期在留者の記録整備に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

（５）登録証明係 

・印鑑登録に関すること。 

・戸籍の謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、身分証明書及びその他各種証明書の受付、作成及び交付に関すること。 

・住民基本台帳の閲覧に関すること。 

・住民基本台帳カードに関すること。 

・戸籍、住民基本台帳その他各種証明に関する手数料の徴収に関すること。 

・民・刑事処分通知の整理及びそれらに係る名簿の整備等に関すること。 

・本人通知制度に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 
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３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）戸籍システムの標準化について 

    国が自治体の基幹システムについて、各システム構築事業者間の仕様のばらつきの解消等を目的に仕様の標準化を進 

めていることをうけて、本市では、令和７年度に住民基本台帳システムを標準化仕様に即した新システムに移行した。 

令和８年度は、戸籍システムについて、令和９年度（令和１０年１月稼働予定）の運用開始に向けて情報政策課と連 

携し、準備を進める。 

 （２）特定在留カード及び特定特別永住者証明書の運用開始について 

     出入国管理及び難民認定法等の改正に伴い、令和８年６月１４日から在留カードとマイナンバーカードを一体化し両

方の機能を有した特定在留カードの運用を開始する。これまで在留期間の更新は入国管理局で行い、マイナンバーカー

ドの更新は、市で行う必要があったが、特定在留カードの場合、有効期間の更新手続きは入国管理局に一元化され、市

では住居地変更の手続きのみ行うこととなり、利便性の向上と行政手続きの効率化が期待できる。 

同様に、特別永住者が所持する特別永住者証明書もマイナンバーカードと一体化した特定特別永住者証明書として発行 

することができるようになる。 

（３）志賀聖苑、大津聖苑の運営について（２９，８４２千円） 

平成２４年度から指定管理者制度を導入しており、令和７年度から５年間、「おおつ斎苑管理グル－プ」が管理運営を 

行う。 
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  （指定管理概要）指定管理者  「おおつ斎苑管理グル－プ」 

指定管理期間 令和７年４月１日～令和１２年３月３１日（５年間） 

   ① 大津聖苑（供用開始：平成７年） 

（火葬棟） 所在地  大津市膳所上別保町７６１番地 

延床面積 ２，２５９．５４㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造１階建（一部２階） 

施設内容 人体炉７基、汚物炉１基、動物炉１基 

付属施設 待合ロビー、待合室、収骨室、霊安室、駐車場（普通車４０台、マイクロバス６台） 

 

 

（葬祭棟） 延床面積 １，３２０．８３㎡ 

建物構造 鉄骨造２階建 

施設内容 葬儀式場１室（小利用５０人、大利用１００人収容） 

家族・宗教者控室、霊安室 
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② 志賀聖苑（供用開始：平成５年） 

（火葬棟） 所在地  大津市木戸１４９４番地の１ 

          延床面積 ２，１６７．７１㎡ 

          建物構造 鉄筋コンクリート造１階建（一部２階） 

          施設内容 人体炉４基、汚物炉１基、動物炉１基 

          付属施設 待合ロビー、待合室、収骨室、霊安室、駐車場（普通車６５台、マイクロバス３台） 

    （葬祭棟） 延床面積 ４６４．４４㎡ 

          建物構造 鉄骨造１階建 

           施設内容 葬儀式場１室（小利用５０人、大利用１００人収容） 

家族・宗教者控室、霊安室 

 

③ 火葬件数（人体・汚物・動物） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

大津聖苑 ４，６０３件  ４，６９５件  ４，６８３件  ４，７１９件  ３，８５０件  

志賀聖苑 ２，５４５件  ２，５８６件  ２，４７２件  ２，５４６件  ３，０３１件  

合  計 ７，１４８件  ７，２８１件  ７，１５５件  ７，２６５件  ６，８８１件  

 

 



６８ 

 

④ 葬儀式場（葬儀ホール・霊安室）利用実績                 ※（ 件）斎場葬儀プラン件数 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

大津聖苑 
９７１件  

（１９１件） 

１，０２５件  

（１５７件） 

１，１６１件  

（１２８件） 

１，１９７件  

（１１１件） 

１，１９０件  

（２０８件） 

志賀聖苑 
２９１件  

（３８件） 

３０７件  

（３７件） 

３４１件  

（３３件） 

３８１件  

（３２件） 

３６９件  

（３８件） 

合  計 
１，２６２件  

（２２９件） 

１，３３２件  

（１９４件） 

１，５０２件  

（１６１件） 

１，５７８件  

（１４３件） 

１，５５９件  

（２４６件） 

平成２７年度から指定管理者による自主事業として斎場葬儀プランが実施されており、ホール利用と併せて初七日法要

の実施など、利便性の向上及び葬儀ホールの利用促進を図られている。 

 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 



６９ 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

      特になし 
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堅田支所、瀬田支所での受取案内リーフレット 

カード交付推進室 

１ 事務概要                       

・個人番号カードの交付に関すること 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）マイナンバーカード交付事務について（５３，４８７千円） 

マイナンバー制度は、平成２５年の「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（番号法）」の成立から始まり、平成２７年１

０月に施行された。 

国はマイナンバーカードの普及を図るため、令和２年から令和５年にかけてマ

イナポイント事業（ポイント還元）を実施したほか、令和５年には番号法を改正

（令和６年５月施行）し、社会保障制度、税制、災害対策以外の行政事務の一部

でもマイナンバーの利用が推進されることとなり、マイナ保険証、マイナ運転免

許証など、カードの多面的な利用の促進に取り組んでいる。 

本市では平成２８年２月から法定受託事務として、国・地方公共団体情報システム機構が作成するマイナンバーカード
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を本市に住民票をもつ市民に交付を開始した。 

令和８年度は、新規交付に加え、本格的なカードの交付から１１年目を迎えることから、昨年度に引き続きマイナンバ

ーカードの有効期限が到来する方の更新手続にも対応することとなる。そのため、マイナンバーカード交付及び関連手続

に係る市民の利便性の向上を図るため、従来本庁のみで実施していたカード交付事務を令和８年度においても堅田支所、

瀬田支所でも取り扱うこととする。 

そのほか、土曜日・日曜日に交付窓口を開設する休日交付や、マイナンバー専用のコールセンター（平日：８時～１９

時、休日：９時～１７時）を設置し、平日の夜間や休日にもカード受取の予約受付や問い合わせの対応を行うなど、円滑

なカード交付に努める。 

 

   ・マイナンバーカード交付数（平成２８年１月交付開始） 

年度 交付申請数 
申請累計数 

（再申請を含む） 
交付数 

交付累計数 

（再交付を含む） 
保有率 

平成２８年度 １０，２３８ ３６，５６９ ２６，９０６ ２８，１６１ ８．０％ 

平成２９年度 ７，１０２ ４３，６７１ ７，０１８ ３５，１７９ １０．１％ 

平成３０年度 ６，２７２ ４９，９４３ ５，４６８ ４０，６４７ １１．９％ 

令和元年度 １１，４６２ ６１，４０５ ８，２３７ ４８，８８４ １４．３％ 

令和２年度 ８５，８０４ １４７，２０９ ５１，７８６ １００，６７０ ２９．４％ 

令和３年度 ４０，７９６ １８８，００５ ５８，１８４ １５８，８５４ ４６．２％ 

令和４年度 １００，６７１ ２８８，６７６ ６３，３４５ ２２２，１９９ ６４．５％ 

令和５年度 １４，９９８ ３０３，６７４ ４３，６４０ ２６５，８３９ ７７．２％ 

令和６年度 ３３，５１５ ３３７，１８９ ２７，２５５ ２９３，０９４ ７８．２％ 

令和７年度 ５２，５２５ ３８９，７１４ ４９，３０６ ３４２，４００ ８１．１％ 



７２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

特になし 
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６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

      特になし 
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消費生活センター 

１ 事務概要 

・消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第８条第２項各号に掲げる事務に関すること。 

・大津市消費生活条例（平成 21年条例第 5号）の施行に関すること。 

・消費生活センターの庶務に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

 

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）消費生活相談事業 （２５，７９７千円） 

日常の消費生活上のトラブルに際し、事業者に対する消費者からの苦情等について、国家資格を有する消費生活相談員

が、電話や来所での相談に応じ、解決に向けた助言やあっせんなどを行っている。 

デジタル化の進展に伴い、多様な機能と利用のしやすさから、スマホやパソコンによるインターネットを介した相談が数

多く寄せられている。これらを含め、多様な相談内容に対応できるよう、消費生活相談員の知識・技術の向上を図るための

研修機会の充実や、専門家の積極的な活用として弁護士等による支援を強化するとともに、関係機関との連携も緊密にした

取組を進める。 
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・相談受付件数 

年 度 件 数 

令和５年度 ２，５８０件 

令和６年度 ２，６２７件 

令和７年度 ２，９２３件 

 

（２）消費者啓発事業 （１，５１４千円） 

消費生活の安定及び向上を図るため、自主的かつ合理的な消費行動ができるよう、講演会などを開催するとともに、消

費者情報の提供、消費者教育の推進などに取り組んでいる。 

①  講演会等の開催 

くらしに役立つ幅広い分野の学習を通じ、豊かで安心、安全な消費生活を 

送ることを目的として開催している。 

・くらしの安心カレッジ 

  消費者トラブルに関わるさまざまなテーマを設定し開催 

・地域講座 

  公民館、コミュニティセンターとの共催により、相談の多い消費者ト 

ラブル事例を紹介する講座を開催 

 

くらしの安心カレッジ 
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② 消費者情報の提供 

各種リーフレット・パンフレット等による情報提供のほか、消費者情報の定期的な情報提供手段として、広報紙「ぽ

けっと」を毎年発行している。また、大津市公式ＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用し、国民生活センターや県などから提供

される最新の消費者情報を、適宜、情報提供している。 

③ 消費者教育の推進 

成年年齢引下げを受け、滋賀県教育委員会と連携し、市内の県立高等学校で 

法律専門家による消費者教育講座を開催するほか、教員の専門知識・指導技術 

向上のため啓発リーフレットを配布するなど、消費者教育に関する情報発信や、 

将来を見据えた早期からの金銭教育として、小学生低学年向けのお金の使い方 

ワークショップを実施するなど、消費者教育の着実な推進に取り組んでいる。 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

   特になし 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

   特になし 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

   特になし 

県立高等学校での消費者教育 
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歴史博物館 

１ 事務概要 

（１）管理グループ 

・博物館の運営に関すること。 

・博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

・歴史博物館協議会に関すること。 

・観覧料の徴収に関すること。 

・博物館の刊行物等の頒布に関すること。 

・企画展示室の使用許可に関すること。 

・他の博物館、関係機関等との連絡調整に関すること。 

・公印の保管に関すること。 

・博物館の一般庶務に関すること。 

・他のグループの所掌に属さない事項に関すること。 

（２）学芸グループ 

・博物館資料の収集、管理、調査研究及び展示に関すること。 

・博物館資料の購入、受贈及び受託に関すること。 

・博物館資料の利用、相談及び貸出し等に関すること。 
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・特別展示の企画及び開催に関すること。 

・博物館資料の映像及び情報等の作成に関すること。 

・講演会、講座及び見学会等の開催に関すること。 

・大津の歴史の普及啓発に関すること。 

・その他博物館の広報に関すること。 

 

２ 令和７年度で実施された調査委託事業でその成果を報告すべきと思われるもの 

特になし 

  

３ 令和８年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１）令和８年度の企画展示事業（１６，６２８千円） 

①  志賀町・大津市合併２０周年記念企画展「湖西の神仏」 

    志賀町と大津市との合併２０周年を記念し、大津市北部に位置する旧志賀町域を含む、湖西地域に  

伝来する仏像や神像・仏画・聖教類などから、豊かな歴史を持つ湖西の宗教文化を紹介する。 

 

 

 狛犬 小野篁神社 像 
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② 企画展「豊臣秀吉と大津」 

 豊臣秀吉は、坂本城を重要拠点として活用し、廃城にしたのち、大津城を築城し、 

現代につながる大津の町の基礎をつくり、寺社勢力にも大きな影響を与えた。本展で 

は、坂本や大津といった拠点、寺社、村町を中心に、当時の資料をもとに、秀吉と大 

津の関わりについて紹介する。 

 

③ 企画展「未来へつなぐ 大津のたから」 

    大津市では、昭和38年(1963)に大津市文化財保護条例が制定され、昭和40年から市として 

保護すべき文化財の指定がはじまった。その数は、現在までに168件を数える。本展では、約 

60年にわたる取組により保護が図られてきた大津市の文化財を紹介するとともに、当館 

が進める未指定文化財調査事業の成果もあわせて紹介する。 

 

④ ミニ企画展の開催 

  常設展示室内の１コーナーを利用し、博物館の収蔵品や調査成果を紹介する「ミニ企画展」コーナーを設けている。２か

月程度を会期として、年間５～６回行っている。令和８年度は「琵琶湖疏水と大津」をはじめ、館蔵・寄託の彫刻、戦時中

の代用品、大津町に伝わる古文書などの展示を行う。 

 

豊臣秀吉朱印状 本館蔵(居初家文書) 

大津市指定文化財 墨書土器(上仰木遺跡出土) 大津市埋蔵文化財調査センター保管 
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（２）資料調査・収集事業（１０，６９３千円） 

① 歴史文化魅力発見事業 

 日本で３番目に国指定・選定文化財の件数が多い本市には、いまだ把握できて

いない地域の文化財が数多く残されている。このような未指定文化財をより計画

的に調査研究し、地域においてその価値を共有するとともに、保存・活用にむけ

た取組を行う。本年度は、①未指定文化財調査（寺社）、②未指定文化財調査

（古文書・歴史資料）、③大津の食文化調査、④博物館資料の充実と保存・活

用、館蔵文化財の修繕などを行う。 

 ② 『大津の文学』の刊行 

  「文学のまち大津」の推進に関連して『大津の文学』の刊行を行う。 

 

（３）普及啓発事業（４，１５２千円） 

① れきはく講座やワークショップの開催 

  大津の歴史や文化への理解のため、講演会や現地見学会を年間３０回程度 

行っている。夏季には成安造形大学との共同で、子ども向けのワークショップ 

を開催している。 

 

調査風景 

れきはく講座（現地見学会） 
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 ・開催回数と参加人数 

れきはく講座        ５０回  ２，３５５人（令和７年度） 

       ワークショップ       １６回    ２７４人（令和７年度） 

（４）来館者情報発信 

① インターネット上での歴史情報の公開 

  歴史博物館ホームページ内に「大津の歴史データベース」を設置し、収蔵品や古写真、古地図などの歴史情報を公開する 

とともに、公式ＳＮＳを開設し、わかりやすく大津の歴史や文化の情報を発信している。 

 

４ 令和８年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

特になし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

（１）急傾斜地崩壊対策 

令和３年５月の豪雨により、当館西側法面（園城寺所有地）が崩落し、土砂が敷地内に流入した。当該区域は、土砂災

害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険個所に指定されている。また、当館敷地内の市民文化会館が避難場所にも指定されて

いることから、滋賀県施工の急傾斜地崩壊対策事業として位置づけ、早期に対策工事が行われるよう、大津市担当部局

（道路・河川管理課）を通して、滋賀県へ要望書を提出している。 



８２ 

 

（２）施設の計画的な改修 

開館以来３５年以上が経過し、施設や設備の随所に改修を要する箇所が発生している。当館は、重要文化財公開承認施

設として、文化財を適切な環境で保存・公開する必要がある。また、大津市美術展覧会など、市民向けギャラリーとして

利用される施設であるため、優先度を見極めつつ計画的に改修することが必要である。今年度から、外壁改修工事を２か

年にわたって行う。また、建築基準法第１２条に基づく定期点検にて指摘のあった排煙窓の改修工事を実施する。 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

  特になし 

 


